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─まず，先生がこの教科書に込めた思い，願いにつ

いてお話しいただけますか。

佐藤　この教科書では，夢や目標を実現しやすい
ように，自分で毎日の生活をつくる力をつけて
いってもらいたいと思っています。
　生活というのは，意識せずとも毎日繰り返され
ていきますが，高校生には，自分自身の夢や目標
にむかって，生活を意識的に主体的にみずから進
んでつくることのできる人に育ってほしいなと
願っています。
　目標がないと，人はぼうっとして毎日を過ごし
てしまいがちですし，毎日の生活が目標とつな
がっているというところがわからないと，生活自
体をしっかり築こうという気になりませんね。で
すから，夢や目標をもって，それにむかって自分
で生活をつくっていくことが大事です。
　夢や目標の実現と関連して，この教科書では学
習に入る前，高校生へのメッセージのなかで，ア
メリカの心理学者マスローが唱えた，人が生きる
最高価値「自己実現」について触れています。この
自己実現で大切なのは，自己実現というのはあな
た自身のためだけではなく，社会的自己実現であ
るというところだと思います。社会的自己実現に
ついてマスローは，他者との共生をめざして，社
会的な個人あるいは市民として生きていくこと，

社会的自己実現をめざし， 
生活をつくる

共同感情をもって行動すること，そのうえで自分
の個人的な目標があって自己実現をしていくこと
としています。自分のためだけではなく，ほかの
人のことも配慮しながら自己実現にむかっている
かどうか，という視点が大事になります。
　この社会的自己実現の視点を，この教科書では
全編を通じ，ひじょうに重視して書いています。

─社会的自己実現をめざし，どのように学習をして

いけばよいでしょうか。

佐藤　必要なのは，将来の夢や目標が，自分の日々
の生活とどうかかわっているかを生徒が認識しな
がら勉強していくことかと思います。そこで，家

マイライフプラン（ １ ）
家庭科の学習の前に立てる

平成29年度　改訂版教科書　発行にむけて

編者代表　佐藤文子先生インタビュー
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平成28年度４月より，先生方のお手もとへ新しい教
科書の見本本をお届けします。高校生に，この教科
書でこんなことを学んでほしい―編者代表の佐藤
文子先生にお話を伺いました。

■ １ 　アイデンティティについてのチェック例
（家総311：p.14，家基318：p.14，家基319：p.14）

▲当てはまる項目が多いほど，アイデンティティが確立されて
いるとはいえない。当てはまる項目を少しずつ減らしていこう。
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庭科の学習の最初と最後に，「マイライフプラン」
を立ててみることを提案します。
　マイライフプランを立てるためのひじょうにわ
かりやすい資料がこの教科書のなかにはたくさん
あります。たとえば，第１章「青年期」では，アイ
デンティティについてのチェック項目があげられ
ています（■１）。「私の今の状態は？」とつねに問
い，それと自分の目標との間がどれくらい開いて
いるかをいつも気にしながら，生活をしていくこ
とが大事だと思います。その自己分析のための資
料には，たとえば，高校生としてこれくらいのこ
とを身につけておこうという発達課題の例（■２）
や，自立にむけてあなたはどう考え，行動してい
るかを考える資料があります。
　それらを順に勉強していって，実際にマイライ
フプランを立てるときには，自分でこの教科書の
なかの資料を並べ替え，自分がプランを立てやす
いように再構成してみるとよいと思います。生徒
自身でやるのが難しかったら，生徒が使いやすい
ように，先生が整理して並べ直してもよいですね。

　そして，家庭科の学習の最後，第11章「生活デ
ザイン」で，もう一度ライフプランニングをして
みましょう。今回，「私の夢を虹にたとえる」（ラ

マイライフプラン（ ２ ）
学習の終わりに，「ライフキャリアの虹」

イフ・キャリアの虹）という図表を新しい資料と
して出しています（■３）。
　たとえば「10年後の私」をみることも必要です
し，「30年後の私」をみることも必要です。しかし，
それでは縦軸の一地点で切れてしまいますので，
考えるときに一面的になりやすい。この「虹」のも
のの考えかたでは，ちょうどお菓子のミルフィー
ユのようにそれらが層になり，総合的にみること
ができます。ある夢は10年後まで続き，別の夢
は20年後まで続く。それが一つの図で把握でき
るので，ひじょうにわかりやすいと思います。家
庭科の授業が終了したあとも，高校を卒業してか
らも，このあとの人生どんなときも大切にしたい
こと，夢や希望などをあげてみましょう。
　この虹を自分の心のなかにいつもおいて，それ
を実現するために，自分が今できること，しなけ
ればならないことは何かを考える。今やらなけれ
ばいけないことは，もしかしたらきちんとした食
生活をすることかもしれないし，経済的なところ
をもっとしっかり勉強することかもしれない。い
ろいろなことが出てくるでしょうから，その都度，
教科書に戻って振り返っていきましょう。
　家庭科の学習を終えたあとでは，この教科書を
学び終えた知識と技能とものの考えかたをもって，
より確かなプランを自分でつくることができるよ
うになっていると思います。

■ ２ 　青年期の発達課題と課題達成のためのヒントの例
（家総311：p.15，家基318：p.15，家基319：p.15）
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―次に夢や目標を支える「生活」ですが，この教科書

を使ってどのように生活力を磨いていくことができる

でしょうか。

佐藤　第６章「経済生活」が充実しているところが，
この教科書の大きな特徴です。プランを立てて，
目標にむかって進んでいくためには，足がいつも
地についている必要があります。食べることや着
ることは，意識せずとも毎日の生活のなかにある
ので，自分のこととして，地に足を着けて考える
ことができるでしょう。高校生にとってそれが難
しいのは，経済生活だと思います。しかし，夢の
実現，自己実現のためには，着実な経済生活が必
要です。それを学ぶのにたいへんよい資料が，こ

夢の実現を支える 
経済生活

の教科書にはそろっています。
　たとえば，「20歳代で一人暮らしをするときの
経済計画を考えよう」という実践があります（■
４）。正社員の場合の給与はこれくらい，アルバ
イトの場合はこれくらい，そして月々の支出はこ
れくらい，そういった，自分が卒業してからすぐ
参考になるような具体的な資料が出ています。自
分のマネープランを立ててみるときに，必要経費
がどれくらいかかるのか，わかりやすく示されて
います。
　それから，人生にはいろいろなリスクもありま
す。突然にお金が必要になったとき，天災が起こっ
たときにどうしたらよいか。そういうことも含め
て自分で具体的にマネープランを書いてみると，
目標を達成するために経済にかかわる生活がもの
すごく重要であることが，よくわかると思います。

■ ３ 　ライフ・キャリアの虹
（家総311：p.227，家基318：p.203，家基319：p.182）
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■ ４ 　２0歳代で一人暮らしをするときの経済計画を考える実践
（家総311：p.107，家基318：p.97，家基319：p.93）
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―高校生にとってもっとも身近な食生活については

どうでしょうか。

佐藤　第７章「食生活」は，食生活が楽しいと思え
る，そういう授業をやっていただきたいなという
思いで書きました。命と健康を守って着実な生活
をするための一番の基本は，何をどれだけ食べた
らよいかという知識ですね。それがきちんと身に
ついていると，生涯大きなメリットになります。
教科書では，食事計画を立てるに当たり，「各ラ
イフステージの食生活の特徴と課題」について丁
寧に書いてあります。食生活は生涯続きますが，
ライフステージによって，食生活に求められるこ
とは少しずつ異なります。教科書には，食事摂取
基準と四つの食品群別摂取量のめやすを示してい
ます。そのなかで高校生，つまり青年期の分量が
きちんと身につくと，そのほかの時期はそれにプ
ラスしたりマイナスしたりすればよいので，基本
を身につけることは生涯いきるスキルになります。
　高校生の場合，たとえば「今あなたは乳・乳製
品はどれくらい摂るのがよいと思いますか」と言
われても，きちんと答えられないという人が多い
と思います。まず自分の生活を身近なところから
考え，自分自身に必要な摂取量を書いてみる。自
分の住んでいる地域で食べる機会が多いものを中

「私の食品群別摂取量のめやす」 
ボード

心にして考えるとよいと思います。そして教科書
の数値を参考にして，それらの食材を写真やイラ
ストで並べてみましょう。

―この，「私の食品群別摂取量のめやす」ボードでしょ

うか（■５）。

佐藤　私はこれを大学１年生につくらせてもち歩
いてもらったのですが，２週間くらいたつと摂取
量のめやすの数字を覚えてしまいますね。そして，
学食で食べるときや，夜，今日の一日を振り返る
ために，自分の数字をみるようにする。そうする
と，自分はケーキが好きで砂糖を摂り過ぎだとか，
全体的に食べる分量が多過ぎるとか，今食べてい
る献立で本当によいかどうかということもわかっ
てきます。

　それから，この教科書の大きな柱のひとつに，
意思決定能力をつけるということがあります。
　特に「経済生活」では，「今日の夕食をどうする
か」という高校生だれもにとって身近な意思決定
の例を出しています。これは，実際の生活で使え
る実践力をつけられる資料です。
　生活のなかでいきる実践力をつけるためには，
まず，生活そのものの価値を重視するいうことか
らスタートします。そして，その大切な一日一日
は意思決定の連続で成り立っているわけですから，
その意思決定の力をつけることが必要です。
　家庭科の学習では，先ほどの第１章「青年期」と
第６章「経済生活」だけでなく，保育や共生社会を
つくっていくところなど，多くの領域で意思決定
が必要とされます。その際にいつも，本当にこの
意思決定は適切かどうか，ほかの人々のためにも
なるのかどうか，という社会的自己実現の視点を
忘れてはなりません。

日々の生活をつくるための 
意思決定能力

■ ５ 　「私の食品群別摂取量のめやす」ボード
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─最後に，今の時代に高校生に特に必要な力や，こ

れから家庭科で育んでいく必要のある力について，お

考えをお聞かせいただけますか。

佐藤　これまでも申し上げてきましたが，高校生
の生活のなかで，社会的自己実現がもっと認識さ
れるとよいと思っています。自分の生きる目標の
なかに，みんなで生きていく，みんなで支え合っ
ていくという視点が必要になってくると思います。
社会的自己実現により近づくために，一人ひとり
がきちんと考えながら，自分の力で力強く生活を
つくっていくことが特に必要になってくると思っ
ています。
　もう一つは，これからの高校生には国際性を備

これからの高校生に 
求められる力

えて生活ができる力が必要とされてくると思いま
すね。今は，インターネットを通じて，世界中ど
この国のようすもすぐにわかる時代です。情報を
仕入れるだけでなく，自分自身が国際性をもった
人間としてどこでも生活ができる，どこの国の人
とでもネットワークが結べる，そういった人が必
要だと思います。家庭科で学ぶ食生活にしても，
衣生活にしても，消費行動を起こすにしても，国
際性を備えてそれを具体的に発揮できる力をもっ
た高校生が育ってほしいと思っています。
　あらゆる高校生が自分自身の力を最大限に発揮
して生きられるように，家庭科の授業のなかでも，
つねに生徒一人ひとりに目をむけるようにいっそ
う心がけて指導することが求められていると思い
ます。

─本日はどうもありがとうございました。

佐藤文子
家政・家庭科教材研究所。前植草学園大学発達教育学部教
授。専門分野は家庭科教育学。所属学会は，日本家庭科教
育学会（元会長），日本家政学会（現家政教育部会長）等。
【おもな著書】
『家庭科教育法』（高陵社書店）
『家庭科教育における意思決定能力』（家政教育社）

　2015年に「家政・家庭科教材研究所」を立ち上げま
した。研究所には現場の先生方がたくさん訪れてくれ
ます。たとえば，公開授業や研究授業のやりかた，子
どもたちにさらに力がつくようにするための授業実践
について，意見を求められることがあります。また，
指導主事の先生が，教育現場の先生方にどのような講
習が必要かというようなことで訪ねて来られます。
いっしょに研究をしながら，ときには先生方を対象に，
これから必要となる家庭科の授業について研修会をし
たりしています。
　「教材研究所」の名前のとおり，すでに形になった教
材もありますし，現場の先生方が実際に開発されたも
のをもって来てくださったりしています。今後はでき
るだけ多くのものを収集したり貸し出したりしていき
たいと計画しています。
　家庭科の先生はだいたい学校では一人とか二人です
から，ネットワークがなかなかできにくい。だから，
互いに相談ができるような，集まれる場が必要です。
この研究所には20代から60代の人まで来ますので，
いろいろな人を紹介することができます。私は，いろ
いろな世代の方々のつなぎ役もしたいと願っています。
　ぜひいっしょに，これからの家庭科教育をつくって
まいりましょう。

高等学校の先生方へのメッセージ

著者プロフィール
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　食品の表示は，これまで食品衛生法，JAS 法（農
林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法
律），健康増進法の三つの法律で定められていた。
しかし，目的が異なる三つの法律に規定が定めら
れていたために，制度が複雑で，わかりにくくなっ
ていた。そこで，三つの法律の食品の表示にかか
わる規定を一元化し，事業者にも消費者にもより
安全でわかりやすい制度とするために「食品表示
法」が定められ，2015年４月１日に施行された。
＜おもな変更点＞
（1）栄養成分表示の義務化：容器包装に入れられ
た加工食品，食品添加物に，熱量（カロリー），た
んぱく質，脂質，炭水化物，ナトリウムの栄養成
分表示を義務化した。ナトリウム量は，食塩相当
量で表示する。
（2）食品添加物とそれ以外の原材料名を区分して

表示：原材料名の下に「添加物」の事項名をもうけ
たり，記号／（スラッシュ）や改行を入れて，明確
に区分して表示する。
（3）アレルギー表示：食品に含まれる特定原材料
（卵・乳・小麦・落花生・そば・えび・かに）は，
すべて表示する。個別表示を原則とし，一括表示
は例外的に可能。

個別表示の例：マヨネーズ（卵を含む）
一括表示の例：（一部に卵・豚肉・大豆を含む）

（4）機能性の表示（機能性表示食品）：野菜やくだ
ものなどの生鮮食品や加工食品，サプリメントな
どについて，事業者の責任において，科学的根拠
をもとに，健康の維持・増進効果などを具体的に
示すこと（機能性表示）ができる（最新ワード
2016　p.10参照）。
　食品表示法で定められた表示方法への移行には
経過措置期間がもうけられている。すべての食品
が食品表示法にしたがった表示になるのは，
2020年４月１日から。加工食品と食品添加物は
2020年３月30日，生鮮食品は2016年９月30日
までは，従来の表示も混在することとなる。

＊1�　詳細は，消費者庁Web ページ（http://www.caa.go.jp/
foods/index18.html）をご覧ください。

＊2�　弊社発行教科書は，2016（平成28）年度供給本より，食
品表示法にもとづいた内容に変更しております。

新しい動き

食品表示法

▲2015年４月1日，食品表示法が施行された。

■　加工食品の表示の例
●名称　内容をあらわす一般的な名称を表示

●原材料　使用重量の多いものから表示

●アレルギー　重篤なアレルギーを発症する可能性のある食品を使用
している場合に表示。卵，乳，小麦，そば，らっかせい，えび，かにの７
品目（特定原材料）は表示義務。いか，牛肉，大豆，りんごなど20品
目は表示推奨

●食品添加物　物質名もしくは簡略名等で表示。「ビタミンＣ」は簡略
名，物質名は「Ｌ－アスコルビン酸」。保存料や甘味料などは，用途名
を合わせて表示。使用重量の多いものから順に表示。
　食品表示法では，原材料名と明確に区分することが義務化され
た。記号（／：スラッシュ）で区切る，改行で区切る，「添加物名」とい
う事項をもうけて表示するなどの方法がある

●期限表示　消費期限または賞味期限を表示。外装フィルムなど別の 
ところに表示される場合もある

●栄養成分表示　食品表示法の施行で表示が義務化され，ナトリウム
の量は「食塩相当量」で表示

●その他　遺伝子組換え食品の使用

ソフトサラミソーセージ
（スライス）
食肉（牛肉，豚肉を含む），豚脂肪，食塩，は
ちみつ，香辛料
調味料（アミノ酸），リン酸塩（Na），酸化防
止剤（ビタミンＣ），発色剤（亜硝酸Na）
200g
20××年〇月〇日
10℃以下で保存してください。
株式会社〇〇フーズ
東京都〇〇区〇〇町1-1

名 称

原材料名

添加物名

内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

栄養成分表示（100g当たり）
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

●kcal
〇g
▲g
■g
★g
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夫婦同姓規定，合憲

１．夫婦同姓は合憲�
　「結婚により夫婦は同姓になる」，「女性は離婚
後６か月は再婚できない」。この二つの民法の規
定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で，
最高裁判所は2015年12月16日，それぞれに判決
を言い渡した。「夫婦同姓」は合憲，「再婚禁止期間」
は，100日を超える部分について違憲（「再婚禁止
期間」については，最新ワード2016　p.２をご覧
ください）。
　民法750条は，「夫婦は，夫または妻の氏を称
する」と定め，夫婦は同姓であることを義務づけ
ている。訴訟では，この規定に関し次の点が争わ
れていた。
●�結婚によって自分の姓を変更するように強いら
れるのは，憲法13条「個人の尊厳」に反しない
か
●�現実には約96％の夫婦が夫の姓に合わせてい
ることから，女性に不利益を強いる性差別であ
り，憲法14条「法の下の平等」や24条「両性の
本質的平等」が保障する男女平等に反しないか
　最高裁判所は，「夫婦同姓の制度は社会に定着
しており，家族の姓を一つに定めることには合理
性がある」と指摘し，「どちらの姓を名乗るかは夫
婦の協議に委ねられており，規定には男女の形式
的な不平等はなく，性差別には当たらない」として，
合憲の判断を下した。
　また，判決は「姓の変更で不利益を受けるのは
女性の場合が多いと思われる」と認めたが，旧姓
を通称として使用することが一般的になっている
ことなどから，「一定程度は緩和できる」と指摘し，
憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし
て合理性を欠くとは認められないと結論づけた。

２．選択的夫婦別姓�
　夫婦別姓をめぐっては，1996年に国の法制審
議会が民法の改正案を答申し，希望すれば別姓を
認める「選択的夫婦別姓」の導入を提言した。しか
し，「家族の絆や一体感が弱まる」といった反対論が
強く出され，答申から20年近く経っても一度も国
会には提出されず，法改正は棚上げになっている。
　12月16日の判決は，「選択的夫婦別姓が合理性
がない，と判断したのではない」とも述べ，「どの
ような制度にすべきかは，社会の受け止めかたを
ふまえ，国会で論じられ判断されるべきだ」と，
国会での積極的な議論を促した。

３．今後の課題�
　解決は国会に委ねるのがふさわしいという判決
であったものの，裁判官15人中５人は，違憲と
する反対意見を述べた。女性裁判官三人は全員が
違憲とした。
　夫婦同姓を法律で義務づけている国は，世界の
なかでもめずらしい。日本のように夫婦同姓しか
認めていなかった国々の多くは，1990年代まで
に別姓も選べるようにした。国際連合の女子差別
撤廃委員会も，1985年に日本が批准した「女子差
別撤廃条約」にもとづいて，法改正をするよう勧
告している。このたび合憲の判決が出たといえど，
夫婦同姓の規定については，今後も継続的な議論
がなされていくだろう。
（参考：朝日新聞2015年12月16日記事，読売新聞12月17日
記事，東京新聞12月17日記事）
�
　この憲法判断につき，教科書や副教材におきましても説
明を加えるなどの修正をすべきところでございます。しか
しながら，弊社では新年度版の確実な供給を期するため，
11月末日に印刷を終了し，供給所への納本をいたしてお
ります。そのため，平成28年度使用教科書，副教材では
従来どおりの記述となっております。先生方には大変お手
数をおかけいたしますが，ご指導の際には，当該民法規定
に対する憲法判断や，改正の方向性等につきまして補足い
ただければと存じます。誠に申し訳ございませんが，何卒
よろしくお願い申し上げます。

HEADLINE
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文・イラスト／石橋富士子
毎日を着物で暮らすイラストレーター。女性誌，教科書など
の挿絵，イラストエッセイや手作り小物制作デザイン，オリ
ジナルの落雁の型制作やワークショップなど多彩に創作して
いる。「家庭科通信」の表紙イラストも創刊時から手がけてい
る。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす入門」「知識ゼロか
らの着物と遊ぶ」（幻冬舎）「ぺたこさんの手作り生活」（フィー
ルドワイ）などがある。ブログ■ペタコの毎日更新中　
http://petacokimo.exblog.jp/

エッセイ・和のある暮らし�

水引を生活にいかす

石橋富士子

　春は入学，卒業など慶事が重なる季節ですね。
祝う気持ちを添えて贈る祝儀袋には紅白の水引が
添えられています。
　近年の水引はとてもバリエーションに富んでい
て，雑貨屋さんや文房具店では色も形も実に豊富
な熨

の

斗
し

袋を前にしてどれにしようか迷うほどです。
　水引は細く裂いた和紙を縒

よ

ってこより状にし，
強度と張りを出すため水糊を引いて乾かしたもの
です。白，赤，金，銀などの色が主ですが，紫や
ピンク，緑色といった色に染められたものは，松
竹梅，鶴亀などさまざまな造形を作るときに効果
的です。梅一輪といった小さなものから羽を広げ
た鶴，めでたく長い尾をつけた亀などの大きなも
のまで，水引だけで作ることができます。
　水引の結び方の基本は三種類。蝶結び，結び切
り，あわび結びです。
　蝶結びは結び目が簡単にほどけ，結び直せるの
で，幾度くりかえしても嬉しい祝時やお礼などに
用います。
　結び切りは，固く結んで解けない形。二度と繰
り返さないようにという意味で結婚のお祝いや弔
事，全快祝いなどに用います。
　あわび結びはその昔「干しあわび」が祝儀ものと

してめでたいものとされていたことに由来する形
です。略した絵が印刷されている祝儀袋もありま
す。
　三種とも形は似ていますが全く違う意味を持つ
ので，使うときには間違えないようにしたいもの
ですね。
　不思議と水引を使った祝儀袋は，絵やリボンや
シールでは表せない「あらたまった印象」を与えま
す。私たちが暮らすものの溢れた社会では，その
あらたまった空気がとても新鮮に感じます。
　また作って楽しみたいと思う方も増えていると
みえ，水引への関心の高まりに応えて手芸材料店
でも水引材料のコーナーが設けられて，講習会が
開かれるばかりでなく，作り方や使い方を紹介し
た本も出版されています。
　水引による造形は洗練されていてしかもシンプ
ル。とても日本的です。軽い特徴をいかして帯留
めや髪飾り，ブローチなどのアクセサリーなど新
しい用途が広がっています。
　古くから大切にされてきたものが，新しい使い
方を見いだされ復活する。水引もそんなもののひ
とつかもしれませんね。
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　我が家の末っ子が先日二歳の誕生日を迎えまし
た。ちょうど赤ちゃんから幼児へと変わる頃で
しょうか。何でも上の子の真似をしたがり，何で
も自分でやりたがります。そして赤ちゃん扱いを
されるのを嫌がるようになりました。
　上の子から８年使用したベビーベッドも使わな
くなり「誰かに譲るか，リサイクルショップに持っ
て行くか……」とも考えましたが，子供たちの思
い出の詰まったものを手放すのが少し寂しい気も
して，リメイクしてこれからも我が家で活躍して
もらうことにしました。
　ベビーベッドの柵。これって実はDIY でとっ
ても使いまわしが効くパーツなのです。枠を付け
て，枠に柵を蝶番で留め，ロックの出来る金具を
取り付ければベビーゲートの出来上がり。キッチ
ンの入口など入って欲しくない箇所に設置したり，
階段からの転落防止に使ったりと幼児の危険防止
グッズとして使用できます。我が家ではスライド
して上下開閉できるタイプのベビーベッドを使用
していたのですが，その前扉部分を二つ使用して
ラダーシェルフにリメイクしました。まず付いて
いた金具などを全て取り外し，やすりで塗装をは
がします。続いてお好みの色に塗装し直し，蝶番
で二つの柵上部となる部分をくっつけます。そし
て棚板を乗せれば出来上がり。我が家では観葉植
物や雑貨の定位置となっています。
　他にベビーグッズでたくさん不要になるのが洋
服です。子供の服は一年で着られなくなるものも
多く，汚れがあるものは誰かに譲るのもためらっ
てしまいます。お気に入りの柄のものがあれば，
ぜひリメイクしてみましょう。小さな布でできる
のが，空き瓶のリメイクです。不要になった空き

瓶の蓋に接着剤を塗り，そこに子供服の気に入っ
た柄の部分を貼ります。完全に乾いてからはみ出
した部分をハサミでチョキチョキっとカットすれ
ば，かわいい空き瓶の出来上がり !!　他にはメモ
帳やノートの表紙にするのもおすすめ。お子様の
お絵かき帳の表紙に貼れば，お絵かきとともに洋
服の思い出も保存できますね。もう少し大きな布
があれば，椅子の座面に貼るのもとてもかわいい
です。丸椅子があればとても簡単です。座面に綿
を置き，その上に布を置きます。くるっとひっく
り返して裏からタッカーでパチンパチンと留めれ
ば完成。タッカーというのはホチキスの大きく
なったような工具で，ホームセンターで数百円か
ら購入できます。また綿の代わりに使わなくなっ
たベビー布団のマットレスをカットして使用する
のもいいでしょう。ねんねしていたお布団が，今
度はおすわりする椅子として使用できるというの
も子供の成長を感じられて嬉しいですね。
　子供の成長とともに，家具や洋服も変化してい
く。これもDIY の醍醐味ではないでしょうか。
思い出のあるベビーグッズ，これからも家族と一
緒に暮らしていきたいと思います。

すえなが・きょう
ATELIER n° 905主宰。DIY アドバイザー。自宅での
木工教室を中心に，ホームセンター等で木工を教える
ほか，託児つき木工教室や子どもむけワークショップ
も開催。著書『シェルフをつくろう　はじめての DIY』

（パッチワーク通信社）が好評発売中。
ブログ「ママに嬉しい木工＊＊子供に優しい木工」
ameblo.jp/kuricoroom/

DIY で おうち磨き・10

ベビーグッズの
リメイク

末永　京

▲空き瓶のリメイク

▲ラダーシェルフにリメイク
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　まず，前半には研究発表がおこなわれ，家族，
調理，生活文化，また消費者教育や防災教育など
に関する授業実践も含め，全部で23本の発表が
あった。続いて課題研究の中間報告会があり，「グ
ローバル化と家庭科（①外国につながりのある小
学校児童の現状と家庭科の課題，②グローバルな
視野で世界の家庭科をつなぐ―レッスン・スタ
ディを中心とした日本からの発信と交流―，③グ
ローバルな視点を導入した家庭科カリキュラム開
発）」および，「貧困と向き合う家庭科」の二つの
テーマにおいて，それぞれ報告がなされた。
　後半の講演・指定討論会では，「教育改革と家
庭科―いま家庭科教育に求められているもの―」
をテーマに，高等学校の公民に新設予定の科目「公
共」（仮称）にも触れながら，今後の家庭科教育，
家庭科ならではの学びについて講演・討論がおこ
なわれた。文部科学省・望月昌代先生による講演
では，社会の変化や次期学習指導要領がめざす方
向性をご説明いただいた。そして，教育改革につ
いては審議のさなかであるが，家庭科で学ばせた
い内容はこれまでと変わらないというお話があっ
た。続く討論でもその方向性を確認し，家庭科と
して，今後も教科の本質をみつめていこうという
一体感で例会は締めくくられた。

【研究発表】
1-1　�小学校家庭科における生活実践力の向上―家庭科，

生活科での授業実践を通して―
� ○菊地教子（秋田大学大学院教育学研究科（院生））

1-2　�小学生の家族の一員としての認識と自己肯定感の関
係性

� ○河合衿香（岐阜県養老町立池辺小学校）
� 志村結美（山梨大学）
1-3　�中学校家庭分野における「家族」教育の現状と課題
� ○永田夏来（兵庫教育大学）
� 村田晋太郎（兵庫教育大学）
� 山本亜美（兵庫教育大学）
1-4　�小中高と連携した家族領域の学びについて―高校１

年生の家族に関する意識調査から―
� ○池尻加奈子（東京都立清瀬特別支援学校）
� 小野恭子（弘前大学）
� 石津みどり（東京学芸大学附属国際中等教育学校）
� 佐藤麻子（東京学芸大学附属小金井中学校）
� 藤田和美（東京都小平市立小平第十一小学校）
2-1　�調理実習における児童の学びの内実―小学校５年生

温野菜サラダづくりの記録から―
� ○山下綾子（埼玉大学大学院教育学研究科（院生））
� 河村美穂（埼玉大学教育学部）
2-2　�教師が経験とともに獲得する調理実習の指導技術
� ○佐藤那奈（埼玉県八潮市立八幡中学校）
� 河村美穂（埼玉大学教育学部）
2-3　�小学校給食時の「５分間指導」による専門学科高校生

の学習効果
� ○荒井きよみ（東京都立戸山高等学校）
3-1　�小・中・高等学校の家庭科教育における生活文化に

関する授業の現状と課題―国立大学法人附属学校家
庭科教員調査とその聞き取り結果から―

� ○仲田郁子（千葉県立流山おおたかの森高等学校）
� 亀井佑子（愛国学園短期大学）
� 志村結美（山梨大学）
� 仙波圭子（女子栄養大学）
� 楢府暢子（東京大学教育学部附属中等教育学校）
3-2　�家庭科教員の衣生活領域における実験・実習に対す

る意識
�○菊地英明（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（院

生））
� 生野晴美（東京学芸大学教育学部）
3-3　�体感型住環境教育の長期的効果
� ○飯野由香利（新潟大学人文社会・教育科学系）
3-4　�デンマークの教科「手工とデザイン」における教育目

標と評価基準の特質
� ○一色玲子（聖カタリナ大学短期大学部）
4-1　�消費者市民を育成する学習機会と指導方略―大学生

に焦点を当てて―
� ○大本久美子（大阪教育大学）
4-2　�家庭科教員養成における授業の終わりに焦点をあて

たカンファレンスの実施―ジグゾー学習を取り入れ

日本家庭科教育学会
2015年度例会報告

▲2015年12月12日，日本家庭科教育学会2015年度例会が，
東京学芸大学で開催された。
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た模擬授業―
� ○伊深祥子（愛知教育大学）
4-3　�自己の生活自立と家庭内役割に家庭科履修が及ぼす

影響―男子中学生を対象とした調査から―
�○花形美緒（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科（院生））
4-4　�男女必修家庭科20年目における高校生の意識・実態

―ジェンダー観，生活主権者意識を中心に―
� 荒井紀子（福井大学教育地域科学部）
� ○春貴良幸（福井大学大学院　教育学研究科（院生））
� 村田尚未（越前町立宮崎中学校（非））
5-1　�家庭科教育におけるキーコンピテンシー育成のため

の教材開発
� ○田中由美子（安田女子大学家政学部）
5-2　�高等学校家庭科教科書における貧困に関連したキー

ワードの記述に関する検討
� ○坪内恭子（元東京都立大江戸高等学校）
� 青木幸子（東京家政大学短期大学部）
� 大竹美登利（東京学芸大学教育学部）
� 長田光子（東京都立大山高等学校）
� 神山久美（山梨大学大学院総合研究部）
� 齋藤美保子（鹿児島大学教育学部）
� 田中由美子（安田女子大学家政学部）
5-3　�家庭科教育による「仮想的有能感」抑制の可能性―

「生きる力」と「共感性」を育むために―
� ○福田豊子（常磐大学人間科学部）
5-4　�中国の高校生に向けた消費者教育の提案
� ○孫懿娜（宇都宮大学教育学研究科大学院（院生））
� 赤塚朋子（宇都宮大学教育学部）
6-1　�中学校家庭科の教科書にみる防災に関する内容の変

遷
�○末川和代（日本女子大学大学院人間生活学研究科（院生））
� 天野晴子（日本女子大学家政学部）
6-2　�中学校家庭科における「災害食」を題材とした課題解

決的な学習の開発―中学生への質問紙調査結果から
―

� ○小林裕子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科（院生））
� 永田智子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
6-3　�高等学校家庭科教員を支援するＷＥＢサイトの開発

と評価
� ○山本亜美（兵庫教育大学大学院学校教育研究科（院生））
� 永田智子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
6-4　�「問題を見つける」段階における生徒の認知特性―中

学校家庭分野消費生活領域における実践を通して―
�○村田晋太朗（兵庫教育大学大学院学校教育研究科（院生））
� 永田智子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
� 相川美和子（兵庫教育大学附属中学校）

【課題研究　中間報告会】
テーマ１　グローバル化と家庭科
分科会１－１　外国につながりのある小学校児童の現状と
家庭科の課題
� 報告者：上野顕子（金城学院大学生活環境学部）
�福留奈美（お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研

究所）
� 司会者：河村美穂（埼玉大学教育学部）
分科会１－２　グローバルな視野で世界の家庭科をつなぐ
―レッスン・スタディを中心とした日本からの発信と交流
� 報告者：一色玲子（聖カタリナ大学短期大学部）
� 貴志倫子（福岡教育大学）
� 司会者：鈴木真由子（大阪教育大学）
分科会１－３　グローバルな視点を導入した家庭科カリ
キュラム開発
� 報告者：大本久美子（大阪教育大学）
� 司会者：松岡依里子（大阪成蹊短期大学）
テーマ２　貧困と向き合う家庭科
分科会２　貧困と向き合う家庭科―高校家庭科の取り組み
を中心に―
� 報告者：神山久美（山梨大学）
� 司会者：齋藤美保子（鹿児島大学）

【講演・指定討論会】
テーマ：教育改革と家庭科
　　　　―いま家庭科教育に求められているもの―
基調講演　望月昌代氏（文部科学省初等中等教育局視学官）
� 指定討論者　赤塚朋子氏（宇都宮大学教育学部）
コーディネーター　荒井紀子氏（福井大学教育地域科学部）

▲講演・指定討論会のようす
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◆ご案内 �  平成28年度版教科書のおもな訂正箇所

　平成28（2016）年 4 月よりご使用いただく小社教科書は，年次発行の資料等をできるかぎり新規データに更新をして
おります。つきましては，4 月からのご指導に備え，これら訂正箇所およびその内容をご確認・ご理解いただければと
存じます。また，新 1 年生もしくは新規使用開始学年のご教授に当たっては，先生方におかれましても，奥付記載が「平
成28年 4 月 1 日発行」の教科書をご使用いただきますようお願い申し上げます。

◆統計資料の更新箇所
家庭総合 豊かな生活をともにつくる［家総３０５］

p.139，p.17＊1，p.19�，p.23�，p.24＊1，p.24�，p.24�，p.26�，p.27＊1，p.27�，p.28�，p.42 FOLLOW 
UP，p.43�，p.44�，p.51�，p.51�，p.52本文，p.52�，p.561，p.575，p.586，p.587，p.588，p.589，p.58
�，p.80＊2，p.801，p.814，p.815，p.816，p.817，p.828，p.83�，p.85�，p.88＊1，p.94�，p.97＊2，p.100
参考，p.101参考，p.1066，p.1077，p.1078，p.122�，p.123�，p.176�，p.189�，p.194�，p.197 FOLLOW 
UP，p.2001，p.2013

家庭基礎 豊かな生活をともにつくる［家基３０８］

p.13＊1，p.17＊2，p.17�，p.17�，p.19�，p.22�，p.23＊1，p.23�，p.34 FOLLOW UP，p.35�，p.39�，p.41
�，p.441，p.455，p.466，p.467，p.468，p.469，p.46�，p.541，p.64＊1，p.68�，p.71＊2，p.76�，p.77
＊2，p.77�，p.78�，p.80参考，p.81参考，p.866，p.877，p.878，p.102�，p.103�，p.134�，p.148�，p.149 
FOLLOW UP，p.1541，p.1553

未来を拓
ひら

く 高校家庭基礎［家基３０９］

p.19＊2，p.193，p.212，p.242，p.24資料解説，p.25＊1，p.25ワーク，p.38コラム，p.393，p.413，p.422，p.461，
p.474，p.481，p.482，p.483，p.484，p.561，p.68＊1，p.722，p.781，p.79＊2，p.792，p.801，p.861，p.862，
p.863，p.1002，p.1004，p.1324，p.1461，p.147コラム，p.1501，p.1502，p.164参考，p.165参考，p.168●
親権をおこなう者別にみた離婚件数割合の年次推移，p.170●就学前の子どもの保育状況，p.171●高齢者の生活設
計について考える資料1

●お知らせ●
　本小冊子「家庭科通信」を，ご希望の先生にはご
自宅あてにお送りいたします。官製はがきに①お
名前（ふりがな）②ご住所③お電話番号④勤務先
をご記入の上，弊社家庭科編集部あてお送り下さ
い。FAX でも承ります。

宛先　〒113―8541 東京都文京区湯島2―1―1
　　　　　　　　　大修館書店 家庭科編集部
　　　　　　　　　FAX 03―3868―2645
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◆その他のおもな変更箇所
家庭総合 豊かな生活をともにつくる［家総３０５］・家庭基礎 豊かな生活をともにつくる［家基３０８］

305 308 変更前 変更後 変更理由

p.118
FOLLOW 
UP

o.98
FOLLOW 
UP

保健機能食品（特定保健用食品・栄
養機能食品）は，健康食品と呼ばれ
る食品のうち，法律にそって一定の
要件を満たしたものである。
特定保健用食品：保健効果をもたら
す成分を含み，その効果（「おなかの
調子を整える」など）を表示している。
食品の摂取がもたらす効果について，
科学的根拠がじゅうぶん認められる
ものについてのみ，消費者庁から表
示を許可される。
栄養機能食品：特定の栄養素を一定
量含み，栄養素の機能や 1 日の摂取
量のめやす，摂取するときの注意な
どを表示している。表示に当たり，
消費者庁の許可は必要ない。
ただし，これらの食品は食事に代わ
るものではないし，病気の治療に用
いるものでもない。健康の維持増進
の基本はバランスのとれた規則正し
い食事である。

保健機能食品（特定保健用食品・栄
養機能食品・機能性表示食品）は，
法律にそって，食品がもたらす効果
や機能性を表示している食品である。
特定保健用食品：健康の維持増進に
役立つことが科学的根拠にもとづい
て認められ，「コレステロールの吸
収を抑える」など食品がもたらす効
果の表示を許可された食品。効果や
安全性について国が審査し，食品ご
とに消費者庁が表示を許可している。
栄養機能食品：すでに科学的根拠が
確認された栄養成分を一定量含み，
国の定めた表現でその機能を表示し
ている食品。表示に当たり，消費者
庁の許可は必要ない。
機能性表示食品：事業者の責任にお
いて，科学的根拠にもとづいた機能
性を表示した食品。販売前に安全性
および機能性の根拠に関する情報な
どが消費者庁へ届け出られている

（ただし，特定保健用食品とは異な
り個別の許可は受けていない）。

法律の改正に
より変更

p.120 本文
4 ～ 7 行目

p.100 本文
4～ 7行目

みためでわからない情報は，品質表
示に示されており，～日ごろから品
質表示をよく見るなど，

みためでわからない情報は，食品表
示に示されており，～日ごろから表
示をよく見るなど，

法律の改正に
より変更

p.120＊ 1 p.100＊ 1 「農林物資の規格化及び食品表示の
適正化に関する法律（JAS 法）」によ
り，消費者に販売されるすべての飲
食料品には品質表示が義務づけられ
ている。表示のしかたは，JAS 法，
食品衛生法などにより規定されてい
る。

食品表示については，食品衛生法，
JAS 法（農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律），健康
増進法の三つの法律で表示のしかた
が規定されていた。しかし，目的が
異なる三つの法律に規定が定められ
ていたために，制度が複雑で，わか
りにくいものとなっていた。そこで，
三つの法律の食品の表示に関する規
定を統合し，事業者にも消費者にも
わかりやすい包括的かつ一元的な制
度の創設を目的とした食品表示法が，
2015年から施行されている。

法律の改正に
より変更

p120� p.100� 図 図を変更 法律の改正に
より変更

p.123 3 ～
4 行目

p.103 3 ～
4 行目

食品添加物は品質表示に物質名で表
示

食品添加物は物質名で表示 法律の改正に
より変更

p.148＊ 5 p.104＊ 5 日本では食品衛生法にもとづく表示
義務がある。

削除 法律の改正に
より変更
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◆その他のおもな変更箇所
未来を拓く　高校家庭基礎［家基３０９］

309 変更前 変更後 変更理由

p.97 コラム 健康の増進に役立つ食品…ふつうの食
生活では栄養素の不足しやすい人が活
用する食品。保健機能食品（特定保健
用食品・栄養機能食品）は，法律に従っ
て，効能を表示している。

健康の増進に役立つ食品…ふつうの食
生活では栄養素の不足しやすい人が活
用する食品。保健機能食品（特定保健
用食品・栄養機能食品・機能性表示食
品）は，法律に従って，効能を表示し
ている。

法律の改正に
より変更

p.98 本文 3 ～ 8 行目 みためでわからない情報は，品質表示
に示されており，～日ごろから品質表
示をよく見るなど，

みためでわからない情報は，食品表示
に示されており，～日ごろから表示を
よく見るなど，

法律の改正に
より変更

p.98＊ 1 「農林物資の規格化及び食品表示の適
正化に関する法律（JAS 法）」により，
消費者に販売されるすべての飲食料品
には品質表示が義務づけられている。
表示のしかたは，JAS 法，食品衛生
法などにより規定されている。

食品表示については，食品衛生法，
JAS 法（農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律），健康増進
法の三つの法律で表示のしかたが規定
されていた。しかし，目的が異なる三
つの法律に規定が定められていたため
に，制度が複雑で，わかりにくいもの
となっていた。そこで，三つの法律の
食品の表示に関する規定を統合し，事
業者にも消費者にもわかりやすい包括
的かつ一元的な制度の創設を目的とし
た食品表示法が，2015年から施行され
ている。

法律の改正に
より変更

p.98 2 図 図を変更 法律の改正に
より変更

p.101 1 行目 品質表示に物質名で表示 食品添加物は物質名で表示 法律の改正に
より変更

p.101＊ 5 日本では食品衛生法にもとづく表示義
務がある。

削除 法律の改正に
より変更

●日本食品標準成分表2０1５年版（七訂）について
　文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会は，日本食品標準成分表を５年ぶりに改訂し，2015年12月
25日に公表しました。今般の改訂は，15年ぶりとなる収載食品の拡充や，新たに炭水化物成分表を作成するなど，
大幅なものとなっています。
　改訂により，収載食品数が1,878食品→2,191食品になり，約300食品増えました。新たに収載されたのは，
①日本人の伝統的な食文化を代表する刺身，天ぷらなどの食品，②五穀，あまに油などの健康志向を反映した
食品，③玄米粉，米粉パンなどの子どものアレルギー増加に配慮した食品，④とりのから揚げ，魚のフライな
どの栄養成分表示の義務化にも対応した調理後食品などです。
　また，既存のアミノ酸成分表および脂肪酸成分表についても，収載食品数が大幅に増加しました（アミノ酸成
分表：337食品→1,558食品，脂肪酸成分表1,262食品→1,782食品）
　この改訂にしたがい，弊社副教材におきましても「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」を反映すべきところ
でございます。しかしながら，弊社では新年度版の確実な供給を期するため，12月末日に印刷を終了し，供給
所への納本をいたしております。そのため，平成28年度使用副教材は昨年度同様，「日本食品標準成分表2010」
の掲載となっております。
　新規収載食品の栄養成分値などは，2016年４月以降，別紙にて先生方へ情報提供をさせていただきます。
　先生方には大変お手数をおかけいたしますが，何卒よろしくお願い申し上げます。
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　日ごろから食べながら，少し多めの食料を備蓄
すること。ローリング（回転）とストック（蓄える）
をつなげたことばである。買いおいた食料を日ご
ろ少しずつ食べていくことから日常備蓄とも呼び，
人々がふだんから防災意識を高める方法として注
目されている。
　方法は，カップめんやレトルトのごはん，カレー，
乾麺，缶詰など，保存のきく食品を多めに蓄えて
おき，１か月に一度などの頻度でふだんの食事に
使う。そして，使って減った分を買い足す，とい
うことを繰り返す。
　非常袋を備えている家庭は多いかもしれないが，
中身を把握していない，缶詰などの食品がいつの
間にか賞味期限切れしていた，といったことがよ
くあるのではないだろうか。ローリングストック
には，防災意識を高めたり家族で災害について話
す機会をもたせるだけでなく，日ごろから食べて
味を知っておけば，いざ被災したときに口に合わ
ないという事態がなくなる，というメリットもある。

　糖質の吸収をゆっくりにすることで健康をめざ
す取り組みのこと。米やめん，砂糖などの糖類を
口にすると，消化されてできたブドウ糖が血液に
取り込まれ，血糖値が急速に上がる。この食後血
糖値が通常の人より高い人は，空腹時高血糖の人
や通常の人より，心血管病や脳卒中などで死亡す
るリスクが２～３割高いという研究結果がある。
スローカロリーは，糖質の吸収を穏やかにし，血
糖上昇を抑制することで病気のリスクを低下させ
ようとする取り組みである。
　ふだんの食事でも，まず食物繊維の多い野菜料
理を食べ，次にたんぱく質中心のメインのおかず，
最後にごはん，パン，めん類など糖質中心の主食
の順に食べると，糖質の吸収を穏やかにする効果
が期待できる。また，よくかんでゆっくり食べる
ことや，無機質の多い黒糖やきび砂糖なども血糖
値を上げにくくする効果がある。

　経済的に厳しかったり，ひとり親で食事のした
くがままならなかったりと，さまざまな事情を抱
えた子どもたちに無料や低価格で食事を提供する
場所のこと。ＮＰＯなどが担い手となり，家族だ
けではなく，地域で子どもを見守り育てていこう
という取り組みで，全国各地に広がってきている。
　子ども食堂では，経済的理由や親のネグレクト
（育児放棄）など，さまざまな事情でじゅうぶんに
食べられない子どもに栄養バランスのとれた食事
を提供する。また，大人数で食べる機会が少ない
子どもの「孤食」，好物ばかりを固定的に食べる「固
食」，めんやパンばかりの「粉食」などの「こしょく」
を改善することも期待されている。

ローリングストック スローカロリー

子ども食堂

ポイント

食べる／使う

●自分の口に合うおいしいと
感じるものをそろえる

●納戸にしまい込まず，台所
付近におく

●カセットコンロやボンベを
いっしょに準備する

賞味期限が近い
順にふだん使い

メリット

買い足す

●長期保存できる特別な非常
食は買わなくてよい

●備蓄の対象になる食品の幅
が大幅に広がる

●日ごろから食べて防災意識
を高められる

ストックの食べ
た分を充てん

■　ローリングストック
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Ｑ：「隠れ育休」ということばを
目にしたのですが，どのような
ことでしょうか？

Ａ：隠れ育休とは，男性が，出
産した妻のサポートなどで仕事
を休む際，育児休業を取るので
はなく，有給休暇や特別休暇を
あてることです。父親の育児を
支援する NPO 法人「ファザー
リング・ジャパン」が，全国の
１歳半以下の子どもをもつ20
歳以上の男性1,030人を対象に
おこなった調査によると，妻の
出産後，育児休業制度を利用し
た人は４％，有給休暇や特別休
暇を取得した人は46％でした

（■1）。この「有給休暇や特別
休暇を取得」が隠れ育休です。
日数も，７割が「３日以内」と回
答し，ひじょうに少なくなって
います。
　隠れ育休が広がる背景には，
男性社員が育児休業取得を言い
出しにくい職場環境があげられ
ます。育休を利用しやすい条件・
環境を聞いたところ，「妻の妊
娠を伝えると，上司が必ず『育
休いつ取る？』と確認し，取得
できる環境を整えてくれる」が
59％でもっとも多く，「育休を
取得できる環境を人事部（会社）
が整えてくれる」が43％と続い
ています。男性社員が自分から
育休取得を言い出しにくい環境
があり，上司や会社の働きかけ
が必要であるといえます。
　育児休業は，男女どちらでも，
子が１歳になるまで取得できる
ことが育児・介護休業法で定め
られています。また，男女とも

に取得する場合は１歳２か月ま
で取得できますし，保育所に入
所できないなどの理由があれば，
１歳６か月まで延長できます。
育休中の所得は，雇用保険を財
源に支給する「育児休業給付」で
補償されます。支給額は最初の
半年間が育休に入る前の賃金の
３分の２，残りの期間が２分の
１となります。
　厚生労働省の調査によると，
2014年の育休取得率は女性が
86.6％，男性が2.3％。男性
の取得率はきわめて低く，ここ
数年ほとんど伸びていません
（■2）。政府は男性の取得率を
2020年度に13％にまで伸ばす
計画を掲げていますが，目標に
はまだほど遠いのが実情です。
上司や会社の働きかけだけでな
く，それを後押しする政府の取
り組みも必要とされています。
（参考：日本経済新聞，読売新聞記
事など）
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■1　妻の出産後の男性の休暇・休業について
育児休業制度を利用

4％

有給休暇や
特別休暇を取得

46％

休暇も休業も
取得していない

50％

隠れ育休

（ファザーリング・ジャパン「隠れ育休調査」2015年）

■2　男女別育休取得率の推移
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